
9 2014・４・1 82014・4・1

特
別
児
童
扶
養
手
当
、
特
別

障
害
者
手
当
・
障
害
児
福
祉

手
当
制
度
の
お
知
ら
せ

□市
障
害
福
祉
課

　
「
特
別
児
童
扶
養
手
当
」
は
、対

象
者
に
４
か
月
に
１
回
手
当
を
支

給
し
、
児
童
の
福
祉
の
増
進
を
図

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　
「
特
別
障
害
者
手
当
」「
障
害
児

福
祉
手
当
」
は
、
対
象
者
に
３
か

月
に
１
回
手
当
を
支
給
し
、
負
担

の
軽
減
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
ま
す
。

各
手
当
額　

法
律
の
規
定
に
基
づ

き
、
支
給
額
が
改
定
さ
れ
ま
す

（
下
表
の
と
お
り
）。

対
象

特
別
児
童
扶
養
手
当　

身
体
ま

た
は
精
神
に
重
度
ま
た
は
中
度

以
上
の
障
害
の
あ
る
児
童
の
父

母
、
も
し
く
は
父
母
に
代
わ
っ

て
そ
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る

人
（
施
設
入
所
す
る
と
対
象
外
に
な

り
ま
す
）

特
別
障
害
者
手
当　

20
歳
以
上
で

重
度
の
重
複
障
害
が
あ
り
、
常

時
特
別
な
介
護
を
必
要
と
す
る

状
態
に
あ
る
か
、
絶
対
安
静
を

必
要
と
す
る
人
（
施
設
入
所
し
た

り
、
３
か
月
以
上
入
院
し
た
り
す
る

と
対
象
外
に
な
り
ま
す
）

障
害
児
福
祉
手
当　

20
歳
未
満
で

重
度
の
障
害
の
た
め
、
日
常
生

３月分まで（月額）

1級（重度障害）50,500円

2級（中度障害）33,330円

14,180円

26,080円

14,180円

4月分から（月額）

1級（重度障害）49,900円

2級（中度障害）33,230円

14,140円

26,000円

14,140円

特別児童扶養手当

障害児福祉手当

特別障害者手当

福祉手当（経過措置）

24
枚
）

自
動
車
燃
料
費
の
助
成
額

　

年
額
６
千
円
（
３
０
０
円
×
20
枚
）

対
象　

次
の
①
〜
③
の
い
ず
れ
か

に
該
当
し
、
障
害
者
支
援
施
設

や
老
人
福
祉
施
設
、
介
護
保
険

施
設
な
ど
に
入
所
し
て
い
な
い

人
で
、
市
民
税
所
得
割
額
（
平

成
25
年
度
課
税
）
が
16
万
円
未
満

の
人

①
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
ま
た
は

２
級
の
所
持
者
で
、
次
の
い
ず

れ
か
の
障
害
の
あ
る
人　

▼
肢
体
不
自
由
障
害
の
う
ち
下

肢
障
害
、
体
幹
機
能
障
害
ま

た
は
移
動
機
能
障
害　

▼
視
覚
障
害　

▼
内
部
障
害
（
免
疫
機
能
障
害
を

含
む
）

②
療
育
手
帳
Ａ
１
ま
た
は
Ａ
２
の

所
持
者

意
見
公
募
手
続
制
度

結
果
の
お
知
ら
せ
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活
で
常
時
介
護
を
必
要
と
す
る

人
（
施
設
入
所
す
る
と
対
象
外
に
な

り
ま
す
）

所
得
制
限

特
別
児
童
扶
養
手
当　

障
害
児

の
父
母
（
手
当
請
求
者
）
や
、生
計

を
同
一
に
し
て
い
る
扶
養
義
務

者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
所
得
が
、
い

ず
れ
も
定
め
ら
れ
た
限
度
額
の

範
囲
内
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で

す
。

特
別
障
害
者
手
当
、
障
害
児
福
祉
手
当

本
人
、
配
偶
者
、
同
じ
世
帯
で

の
最
多
の
収
入
者
（
扶
養
義
務

者
）
の
所
得
が
、
い
ず
れ
も
定

め
ら
れ
た
限
度
額
の
範
囲
内
で

あ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

※
毎
年
８
月
に
、
所
得
状
況
等
支

給
要
件
の
調
査
を
行
い
ま
す
。

申
請
・
問
い
合
わ
せ
先　

障
害

福
祉
課
☎
27-

９
９
８
１
番
、Ｆ

Ａ
Ｘ
26-

１
７
６
７
番

心
身
障
害
者
の
社
会
参
加
の
た
め
に

タ
ク
シ
ー
運
賃
・
自
動
車
燃

料
費
を
助
成

□市
障
害
福
祉
課

　

重
度
の
障
害
が
あ
る
人
の
積
極

的
な
社
会
参
加
を
促
進
す
る
た
め
、

タ
ク
シ
ー
運
賃
ま
た
は
自
動
車
燃

料
費
の
助
成
券
を
交
付
し
ま
す
。

申
請
が
必
要
で
す
。

タ
ク
シ
ー
運
賃
の
助
成
額

　

年
額
１
万
２
千
円
（
５
０
０
円
×

③
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

１
級
ま
た
は
２
級
の
所
持
者

※
自
動
車
燃
料
費
の
助
成
は
、
本

人
ま
た
は
本
人
と
生
計
が
同

じ
家
族
が
、
自
動
車
を
所
有
し

運
転
す
る
場
合
に
限
り
ま
す
。

受
付
開
始
日　

４
月
１
日
㈫

持
ち
物　

身
体
障
害
者
手
帳
、
療

育
手
帳
ま
た
は
精
神
障
害
者

保
健
福
祉
手
帳
、
印
鑑

※
自
動
車
燃
料
費
の
助
成
に
は
、

自
動
車
の
ナ
ン
バ
ー
を
確
認

し
ま
す
の
で
、
車
検
証
を
お
持

ち
く
だ
さ
い
。

申
請
・
問
い
合
わ
せ
先　

障

害
福
祉
課
☎
27-

９
９
８
１
番
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
26-

１
７
６
７
番

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□市
障
害
福
祉
課

①
障
害
者
総
合
支
援
法
の
一
部
変
更

●
重
度
訪
問
介
護
の
対
象
拡
大

重
度
の
知
的
障
害
ま
た
は
精

神
障
害
に
よ
り
、
行
動
上
著
し

い
困
難
を
有
し
、
常
時
介
護
を

必
要
と
す
る
障
害
の
あ
る
人

●
地
域
移
行
支
援
の
対
象
拡
大

▼
保
護
施
設
（
救
護
施
設
・
更
生
施

設
な
ど
）に
入
所
し
て
い
る
障
害

の
あ
る
人

▼
矯
正
施
設
な
ど
（
刑
事
施
設
・
少

年
院
な
ど
）に
入
所
し
て
い
る
障

害
の
あ
る
人

●
ケ
ア
ホ
ー
ム
の
グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
へ
の
一
元
化

▼
事
業
所
が
介
護
の
提
供
を
行
う
型

▼
外
部
の
居
宅
介
護
事
業
者
に
介

護
の
提
供
を
委
託
す
る
型

そ
の
他
、
サ
テ
ラ
イ
ト
型
住

居
が
創
設
さ
れ
ま
す
。

●
障
害
支
援
区
分
へ
変
更

こ
れ
ま
で
の
障
害
程
度
区
分

か
ら
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
必

要
性
の
た
め
、
障
害
の
多
様
な

特
性
そ
の
他
心
身
の
状
態
に
応

じ
て
、
標
準
的
な
支
援
の
度
合

を
総
合
的
に
示
す
も
の
へ
（
特

に
、
知
的
障
害
お
よ
び
精
神
障
害
の

あ
る
人
の
特
性
に
応
じ
て
、
適
切
な

配
慮
や
必
要
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
）

●
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
報
酬
改

定
　

消
費
税
引
き
上
げ
に
か
か
る

改
定

②
相
談
支
援
体
制
の
充
実

●
基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

湖
東
地
域
の
相
談
支
援
事
業

所
の
中
核
と
な
り
、
自
立
支
援

協
議
会
の
運
営
機
能
を
有
す
る

基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
を
設

置
▼
ス
テ
ッ
プ
あ
ッ
プ
21

●
相
談
支
援
事
業
所
の
拡
充
と
新

設
▼
地
域
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー　

ま

な
▼
（
拡
充
）
彦
根
学
園　

相
談
支
援

事
業
所

▼
（
新
設
）
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー　

あ
お
い

▼
（
新
設
）
相
談
支
援
事
業
所　
　

か
い
ぜ
寮　

▼
（
新
設
）
ぽ
ぽ
相
談
室

③
重
度
障
害
の
あ
る
人
の
地
域
生

活
の
支
援
の
充
実

●
重
症
心
身
障
害
者
の
通
園
施
設

運
営
費
補
助

支
援
員
特
別
配
置
等
経
費

（
特
に
濃
厚
な
医
療
的
ケ
ア
が
必
要

な
利
用
者
へ
の
支
援
）

●
在
宅
重
度
障
害
者
等
支
援

強
度
行
動
障
害
者
対
応
短
期

入
所
人
員
配
置
加
算（
強
度
行
動

障
害
の
あ
る
人
が
、
短
期
入
所
を
利

用
し
や
す
く
な
る
よ
う
に
、
一
定
の

条
件
を
満
た
す
短
期
入
所
事
業
所
に

対
し
て
、
報
酬
加
算
を
行
う
も
の
）

を
追
加

④
軽
度
・
中
等
度
難
聴
児
に
対
し

て
、
補
聴
器
の
購
入
費
や
修
理

費
の
一
部
を
助
成

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
対
象

と
な
ら
な
い
児
童
（
軽
度
・
中
等
度

難
聴
児
）
に
、医
学
的
意
見
を
も
と

に
、
補
聴
器
の
購
入
費
や
修
理
費

の
一
部
を
助
成
す
る
事
業
を
開
始

⑤
消
費
税
率
の
引
き
上
げ
に
よ
る

日
常
生
活
用
具
給
付
に
か
か
る

一
部
用
具
の
基
準
額
の
変
更

●
該
当
す
る
生
活
用
具
（
一
部
）

特
殊
マ
ッ
ト
、訓
練
い
す
、訓
練

用
ベ
ッ
ド
、
便
器
、
Ｔ
字
状
杖
、

移
動
・
移
乗
支
援
用
具
、
特
殊

便
器
、
自
動
消
火
器
、
電
磁
調

理
器
、
透
析
液
加
温
器
、
ネ
ブ

ラ
イ
ザ
ー
、
電
気
式
た
ん
吸
引

器
、
酸
素
ボ
ン
ベ
運
搬
車
、
ス

ト
ー
マ
装
具
、
紙
お
む
つ
な
ど

⑥
移
動
支
援
で
、身
体
障
害
・
知
的

障
害
・
精
神
障
害
外
出
介
護
の

４
時
間
超
の
単
価
設
定
と
、
発

達
障
害
の
あ
る
人
へ
利
用
対
象

者
を
拡
大

●
個
別
支
援
の
単
価

▼
30
分
〜
４
時
間
以
内（
変
更
な
し
）

▼
４
時
間
を
超
え
る
場
合　

30
分

ご
と
（
８
５
０
円
加
算
）

●
利
用
対
象
者
の
拡
大

発
達
障
害
者
そ
の
他
の
障
害

者
で
あ
っ
て
、
市
長
が
利
用
を

適
当
と
認
め
る
人
（
日
中
一
時
支

援
事
業
の
利
用
者
に
限
る
。
65
歳
以

上
の
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
利
用
対
象

者
を
除
く
）

⑦
心
臓
ペ
ー
ス
メ
ー
カ
や
人
工
関

節
な
ど
を
入
れ
た
人
に
対
す
る

身
体
障
害
者
手
帳
の
認
定
基
準

の
変
更（
４
月
１
日
以
降
の
申
請
か

ら
）

●
ペ
ー
ス
メ
ー
カ
な
ど
を
入
れ
た

人
（
心
臓
機
能
障
害
）

　
　

１
級
、
３
級
、
４
級
の
い
ず

れ
か
に
認
定
（
ペ
ー
ス
メ
ー
カ
な

ど
へ
の
依
存
度
や
、
日
常
生
活
活
動

の
制
限
の
程
度
に
応
じ
て
認
定
）

●
人
工
関
節
な
ど
を
入
れ
た
人

（
肢
体
不
自
由
）

▼
股
関
節
・
膝
関
節　

４
級
、
５

級
、
７
級
、
非
該
当
の
い
ず
れ

か
に
認
定
（
術
後
の
経
過
の
安
定

し
た
時
点
で
の
関
節
可
動
域
な
ど
に

応
じ
て
認
定
）

▼
足
関
節　

５
級
、
６
級
、
７

級
、
非
該
当
の
い
ず
れ
か
に
認

定
（
術
後
の
経
過
の
安
定
し
た
時
点

で
の
関
節
可
動
域
な
ど
に
応
じ
て
認

定
）

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
変
更

４
月
１
日
㈫
か
ら
、
障
害
福
祉
施
策
の
一
部
が
次
の
と
お
り
変
更

に
な
り
ま
す
。　

問
い
合
わ
せ
先　

障
害
福
祉
課
☎
27-

９
９
８
１

番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
26-

１
７
６
７
番


